
仕様書 

 

本仕様書は、床頭台ユニット（床頭台に液晶テレビ、簡易保管庫、冷蔵庫、プリペイドカ

ードタイマーを備えたもの）、洗濯機、乾燥機、プリペイドカード販売機、プリペイドカー

ド精算機、両替機、テーブル、折りたたみ椅子（以下「床頭台等」という。）を設置・運営

する事業者（以下「運営事業者」という。）が、大分県立病院（以下「当院」という。）にお

いて床頭台等の設置・運営業務を行うにあたり、必要な事項を定めるものである。 

 

１ 床頭台本体 

（１）病室に適したサイズ（幅 500ｍｍ×奥行き 600ｍｍ×高さ 1700ｍｍ程度）、デザイ 

ンとし、抗菌、耐熱及び耐久性に優れていること。 

（２）収納スペースを十分考慮したものであること。 

（３）安定性及び角に丸みを持たせるなど安全性を考慮していること。 

（４）大型キャスター付で、キャスターのロック機構は一度の手元操作で 4輪全てのキャ 

スターをロック・解除できること。また、移動させる場合には、走行や段差の乗り越 

えなどがスムーズにできること。 

（５）照明を足元側へ配置し、直接光源を見えないようにすること。また、輝度を抑えつ 

つ必要な照度を確保すること。 

（６）スライドテーブルを有すること。 

（７）2口コンセントを取付けること。 

（８）両側にタオル掛けを有すること。 

（９）特別室等用の床頭台（幅 500ｍｍ×奥行き 600ｍｍ×高さ 900ｍｍ程度）とし、（４） 

のロック機構と（７）のコンセントを搭載し、下部は引出し収納の物を 6台設置する 

こと。 

（10）床頭台設置後に電子ピクトグラムの設置を行う可能性もあることから、11 インチ 

のタブレット及びバーコードリーダーを取付けるスペースを確保すること。 

 

２ 液晶テレビ 

（１）利用料金の支払いは、プリペイドカード方式とすること。 

（２）画面サイズは 19インチ以上とし、画質、省エネ性に優れ、地上デジタル放送及び 

BS 放送が受信できること。 

（３）リモコンはワイヤレスで１台とし、他のテレビへの干渉防止対策を施すとともに、 

高齢者でも簡単に利用できること。 

（４）視聴する位置や姿勢等にあわせて、位置や角度を前後上下左右にある程度調整でき 

る工夫がなされていること。 

（５）イヤホン差込み口はテレビ前面に配置されていること。 

（６）字幕が表示されること。 

（７）LED バックライトであること。 

（８）B-CAS カードの盗難防止対策を施していること。 

（９）特別室向け液晶テレビ 32 インチ以上を 2台設置すること。 

（10）病院案内放送がテレビカードを必要とせず、無料で視聴できることとし、製作等に 

かかる費用は運営事業者が負担すること。 
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（11）NHK との受信契約及び受信料については運営事業者が負担すること。また、他の 

チャンネル提案についても同様に運営事業者が負担すること。 

 

３ 簡易保管庫 

（１）大型の財布が入る大きさで、引き出し内に保管庫を設ける、または引き出しにカギ 

を取付け、引き出し全体を保管庫として利用できるものとすること。 

（２）カギの紛失時には容易に交換ができ、交換するカギは無償で対応すること。 

（３）盗難防止対策を施していること。 

（４）利用料金は、無料とすること。 

 

４ 冷蔵庫 

（１）利用料金の支払いは、プリペイドカード方式とすること。 

（２）容量は 20L 以上で、冷却能力、省エネ性、抗菌性、静音性に優れていること。 

（３）庫内が清掃し易く、中身のバスケットが取り外し可能であること。 

（４）利用しない患者が誤ってスイッチを入れないような工夫をすること。 

 

５ プリペイドカードタイマー   

（１）当院以外のプリペイドカードを受付けないこと。 

（２）残度数または残時間が表示されること。 

（３）2枚挿入防止機能が施されていること。 

 

６ 洗濯機・乾燥機 

（１）プリペイドカード又はコインで利用できること。 

（２）洗濯機のサイズは幅 520ｍｍ×奥行き 560ｍｍ×高さ 1000ｍｍ程度とし、乾燥機の 

サイズは幅 620ｍｍ×奥行き 590ｍｍ×高さ 760ｍｍ程度であること。 

（３）洗濯機容量は 5ｋｇ、乾燥機容量は 4.5ｋｇ程度であること。 

（４）洗濯機、乾燥機ともに全自動で、所要時間は３０分程度であること。 

（５）省エネ性、節水性、抗菌性、静音性、洗浄力、乾燥力に優れていること。 

（６）使いやすい簡易な操作パネルであること。 

（７）転倒対策を講じること。 

（８）製品を揃えることを条件に中古品も可能とするが、事前に当院へ実機を持参し、承

認を得ること。 

 

７ プリペイドカード販売機・プリペイドカード精算機・両替機  

（１）床への据え置き型で車椅子利用者に配慮した高さとし、転倒及び防犯対策を講じる 

こと。 

（２）プリペイドカードは 1枚 1,000 円（税込）で販売し、10円単位で精算できること。 

（３）1枚のプリペイドカードでテレビ、冷蔵庫、洗濯機、乾燥機が利用できること。 

（４）精算手数料は徴収しないこと。 

（５）両替機は、1万円札、５千円札、２千円札を千円札に両替できること。 

（６）売上報告のため、販売レシート及び精算レシートが発行できること。 
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８ テーブル（オーバーテーブル・サイドテーブル） 

（１）オーバーテーブルのサイズは幅 1200ｍｍ×奥行き 530ｍｍ×高さ 600～1000ｍｍ程 

度とし、サイドテーブルのサイズは幅 900ｍｍ×奥行き 480ｍｍ×高さ 600～1000ｍｍ 

程度とし、天板は水・薬品に強い材質を使用していること。なお、ICU や車椅子用な 

どについてはサイズが異なることから、具体的なサイズは、運営事業者と協議して決 

定する。 

（２）安全性を十分考慮すること。 

（３）レバー操作で高さ調整が可能であり、キャスターはロック機構搭載であること。 

（４）製品を揃えることを条件に中古品も可能とするが、事前に当院へ実機を持参し、承

認を得ること。 

 

９ 折りたたみ椅子 

（１）木製でサイズは幅 500ｍｍ×奥行き 600ｍｍ×高さ 800ｍｍ（座面高さ 400ｍｍ）程 

  度とし、簡単に折りたたむことができること。 

（２）安全性を十分考慮すること。 

（３）製品を揃えることを条件に中古品も可能とするが、事前に病院へ実機を持参し、承

認を得ること。 

 

10 保守管理体制 

（１）床頭台等の保守管理体制を整備すること。 

（２）床頭台等に係るメンテナンス、清掃・消毒等は運営事業者が行うものとし、費用に 

ついても運営事業者が負担すること。 

（３）利用者退院時には、床頭台ユニット及びテーブル、折りたたみ椅子の清掃・消毒を 

土日祝日の退院者を含め対応すること。 

（４）床頭台等の不具合やぐらつきの点検を定期的に行うこと。 

（５）床頭台等に係るメンテナンス及び苦情等の処理に対し、土日祝日を含め迅速に対応 

すること。 

（６）床頭台等に緊急時の連絡先が明示されていること。 

（７）床頭台等の操作方法について、できるだけ分かりやすい説明書等がそれぞれに添付

されていること。 

（８）床頭台等の予備機を用意すること。 

（９）従業員の健康管理を行うとともに必要な感染予防策を講じること。また、従業員に 

感染者が出た場合は、当院に速やかに報告すること。 

（10）毎月当初に、前月分の売上額の報告を行うこと。 

（11）従業員の駐車場は、当院駐車場を使用することができる。 

（12）病院管理上の諸規則その他の法令、規則等を遵守すること。 

（13）その他、当院が指示した場合は、速やかに対応すること。 

（14）当院から運営事業者へ床頭台ユニットの無料設定を依頼する場合がある。 
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11 設置台数（予定） 

品目 台数 品目 台数 

床頭台本体 ４６３ 床頭台本体（特別室等用） ６ 

液晶テレビ ４６３ 液晶テレビ（特別室用） ２ 

簡易保管庫 ４６９ 冷蔵庫 ４５８ 

プリペイドカードタイマー ４５８ 洗濯機 １３ 

乾燥機 １３ プリペイドカード販売機 ７ 

プリペイドカード精算機 １ 両替機 １ 

オーバーテーブル ４４３ サイドテーブル ９２ 

折りたたみ椅子 ４８８   

 

12 設置・運営業務期間等 

（１）行政財産目的外使用許可の期間は、令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 

とする。当該使用許可期間満了前の審査により、特に問題がなく継続的な許可を与え 

ることができると認められる場合は、単年度ごとの更新申請を条件として、令和１３ 

年３月３１日まで更新できるものとする。 

（２）使用許可期間が満了したときは、運営事業者の負担により直ちに原状回復を行うこ 

と。 

（３）許可の取り消し又は使用許可期間満了時おいて、次期運営事業者に対し円滑に業務 

の引き継ぎを行わなければならない。 

（４）行政財産使用料を当院が発行する納入通知書により、指定する期日までに納付する

こと。なお、行政財産使用料は、床頭台等のサイズが確定後に決定する。 

（参考）令和 5年度 約 167 万円 

  （５）床頭台等で使用する光熱水費を当院が発行する納入通知書により、指定する期日ま

でに納付すること。なお、算定については、プリペイドカードの売上金額に一定の率

を乗じた額とする。一定の率については本プロポーザルにおいて提案者が提示するも

のとする。 

 

13 その他 

本仕様書に定めのない事項については、協議の上、決定する。 

 

参考 

（１）病床数 557 床（令和 5年 4月 1日現在） 

（２）入院患者延数 151,171 人（令和 4年度） 

（３）利用料金 

   ・テレビ １時間 50 円 ・冷蔵庫 24 時間 100 円 

   ・洗濯機 １回 200 円  ・乾燥機 30 分 100 円 

（４）テレビ・冷蔵庫売上額 21,724,970 円（令和 4年度） 

（５）洗濯機・乾燥機売上額 1,616,400 円（令和 4年度）   
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